
マネジメントメンターとは・・・
豊富な実務経験・専門知識・人的ネットワーク等を活かし、中小企業の支援を通じて
その活性化に貢献するため、関東経済産業局のマネジメントメンターデータベースに
ご登録いただいた企業ＯＢ（新現役）の方。

企業などを退職された方や近く退職を予定している方で、

１．中小企業の特性を十分に理解し、ボランティア精神と協調性のある方
２．１つの専門分野で通算してほぼ１０年程度の経験があり、実務支援能力が

十分に発揮できる方
３．登録時点の年齢が５０歳以上の方
４．支援実施に際し、健康上の支障がない方
５．反社会的勢力でない方

マネジメントメンター登録要件

登録は、
関東経済産業局の
ホームページ上で
随時受け付けています。
（裏面参照）

登録いただくと、「新現役交流会※」へ参加申込みができます。

※中小企業が抱える様々な課題を解決するため、地域の支援機関が関東経済産業局と
連携して開催する、中小企業と経験豊富なマネジメントメンターの出会いの場。
※支援における報酬単価や、頻度、期間などの条件は、支援先企業との話し合いにより決めていただ
いております。本制度は雇用を前提としたマッチング機会の提供を行うものではありませんのでご注
意下さい。



中小企業の課題の一例

【参考URL】

関東経済産業局トップページ
http://www.kanto.meti.go.jp/

「マネジメントメンター登録制度・新現役交流会」について （登録方法）
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/management_mentor.html

【お問合せ先】

関東経済産業局 産業部 中小企業課
TEL 048-600-0322 ／ FAX 048-601-1294

http://www.kanto.meti.go.jp/
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/management_mentor.html
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